
〔別紙１〕 

随 意 契 約 理 由 書 

神戸市 

件     名 消防防災情報システム機器移設交換作業（舞子出張所） 

契 約 業 者 名 ㈱日立製作所 神戸支店 

随意契約の理由 地方自治法施行令 第１６７条の２第１項 第２号該当 

随意契約の相手方を選定した理由 

 

本件作業に係る各機器は、安全・安心な市民生活を守る消防業務を担う消防防災情報システム（以下、

「システム」という。）を構成している機器であり、24時間 365日システムの信頼性を維持し、また万

が一障害が発生した場合においても速やかに機能復旧させ運用継続することが必要な機器である。 

本件作業において、システム機器の信頼性を欠く作業は安全・安心な市民生活を脅かすことになり、

本件作業全般を通してシステムに関する専門的な知識・技術が不可欠となる。 

 

 システム機器は、消防（救急）隊を消防署所から災害（救急）事案発生現場へ迅速・的確に急行させ

るのに必要不可欠な機器である。したがって適切な機器移設・交換を実施しなければ、消防（救急）隊

を災害（救急）事案発生現場へ迅速かつ的確に急行させることが出来なくなる。 

 

本件作業に係る機器を含むシステム機器の保守運用業務は(株)日立製作所が実施しており、システム

機器に関する技術情報は(株)日立製作所しか知りえない状況である。よって(株)日立製作所と同等の高

度な技術を有する事業者であっても、必要な情報を有してなければ本件作業を適切に実施することは不

可能である。 

 

本件作業で必要となる部品・資器材の中には、システム機器の信頼性維持のため、(株)日立製作所が

設計した部品・資器材が含まれている。さらには本件作業時及び作業後に機器障害等が発生した場合に

おいても、システム機器の信頼性を確保した状態で速やかに修理対応・原因究明及び再発防止処置を行

う必要があることから、(株)日立製作所が設計した部品・資器材が必要となる。 

 

以上のことから、本件作業に必要な専門的な知識・技術及び情報を有し、且つ必要となる部品・資器

材の調達・調整手配が可能であり、さらにはシステム機器の信頼性を維持した状態で適切に作業ができ

るのは(株)日立製作所以外にはない。 

よって（株）日立製作所と随意契約を締結するものである。 

担当部署 

（問合せ先） 
消防局総務部施設課    （電話番号 078-325-8503 内線 902-243） 

 


